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「申請書類の記入方法について」 

Q  「○○支店長之印」しか使用していないが、委任状の委任先（受任者）の使用印鑑の

欄は、受任者印のみの押印でよいのか。 

 

A  そのとおりです。使用印鑑欄は、契約の締結や見積書の発行に使用する印鑑を押印し

ていただきますので、契約の締結等に用いる印が一つしかない場合は、押印が必要な欄

はどちらか一か所です。 

 

「電子申請について」 

Q  申請書類の物品等競争入札(見積り)参加資格審査申請書（様式第１号）及び希望営業

品目記入表（様式第３号）も、PDFファイル等として添付する必要があるのか。 

 

A  申請フォームで入力するため、添付の必要はありません。 

 

※なお、この質疑応答集は掲載時点において作成した内容であり、今後追加される可能性が

あります。 


